
日時 平成２７年２月１４日（土）
午後３時～５時３０分

会場 国士舘大学多目的ホール（世田谷４－２８－１）
申込不要、入場無料、直接会場へお越しください（先着５００人）。

問い合わせ 世田谷区 総務部庁舎計画担当課 TEL5432-2088
FAX5432-3000

世田谷区本庁舎等整備報告会

プログラム
開会、区長挨拶 （15:00～)
基調講演 （15:05～）

 東京都市大学教授 涌井雅之氏
 テーマ 『環境革命の時代に 市民にとっての公共施設を考える』

本庁舎等整備基本構想の検討状況について説明 (15:45～)
～休 憩～

意見交換 （16:30～)
閉会、区長挨拶 (17:15～) ※手話通訳あり

基本構想の検討状況を広く区民の皆さんにお知らせするとともに、これからの本庁舎のあり方等
についてご意見をいただくため、本庁舎等整備報告会を開催します。
有識者からの基調講演も予定しています。

会場 国士舘大学多目的ホール
（中央図書館地下１階）

所在地：世田谷区世田谷４－２８－１
アクセス：小田急線梅ヶ丘駅下車 徒歩15分

東急世田谷線松陰神社前駅下車 徒歩6分

★
国士舘大学
多目的ホール

東京都市大学環境学部教授。 造園・ランドスケープアーキテクト。
首都高速・大規模更新検討委員会委員長。
人と自然の空間的共存をテーマに多くの作品や計画に携わり、「愛・地球博」
などの会場演出総合プロデュースを手がける。
ＴＢＳ「サンデーモーニング」などでコメンテーターも務める

涌井雅之（わくいまさゆき）氏 プロフィール



世田谷区本庁舎等整備
報告会

世田谷区総務部

庁舎計画担当課

平成２７年２月１４日



はじめに

 平成１６年度から4ヵ年にわたって、庁舎整備に関する調査研究を実施した結果、本庁舎等が抱える様々
な課題や問題点が明らかとなりました。 
 これらの結果を踏まえ、平成２０年１０月に学識経験者、地域団体の代表、公募区民等で構成される「世
田谷区本庁舎等整備審議会」を設置し、平成２１年８月に答申をいただきましたが、リーマンショックの影
響などから区の検討は進まず、方針を決定するに至りませんでした。また、区議会においては、平成１３年
から平成２３年まで、「地方分権・庁舎問題等対策特別委員会」が設置され、庁舎問題について議論が行われ
ました。 
その後、平成２３年３月の東日本大震災の発生や社会状況の変化、施設整備には多年を要することなどか
ら、平成２５年４月には、庁内検討を再開し、９月からは、副区長をトップとする庁舎計画推進委員会を立
ち上げました。有識者アドバイザーの方から東日本大震災を踏まえた本庁舎の役割など、審議会答申以後の
新たな視点による本庁舎のあり方など、多角的かつ専門的な助言・ご意見をいただきました。また、平成２
５年１１月には無作為抽出による区民ワークショップを開催し、区民の方からもご意見をいただきました。
これらの検討結果を踏まえ、区は平成２６年３月に「本庁舎等整備方針」（以下「整備方針」という。）を
策定しました。 
平成２６年度からは、基本構想に着手し、庁内で連携して世田谷区民会館や世田谷総合支所の場所を検討
するとともに、本庁舎等配置の複数パターンのシミュレーションを行い、本庁舎等の一部改築か全部改築か
について検討してきました。また、平成２６年５月には、本庁舎等整備シンポジウムを行い、整備方針を説
明するとともに、区民や有識者の方からご意見や提言をいただきました。 
これらの結果を踏まえ、区は平成２７年２月に「本庁舎等整備基本構想（中間まとめ）」（案）を策定しま
した。 

世田谷区本庁舎等整備基本構想（中間まとめ）（案） 【概要版】 平成2７年２月  

２．本庁舎の規模

３．整備手法等

○本庁舎等の整備手法について

本庁舎等の整備手法については、この基本構想の中で、本庁舎等配置の複数シミュレーション等により検
討していくこととしており、今回、全部改築する案から、一部の庁舎等を残し保存改修する案まで１０パタ
ーンを想定し、比較・検討を行いました。検討においては、延床面積、仮設庁舎の要否、全体工期及び区民
会館休館期間、総事業費、中庭を囲む開放的な配置の継承、区民へのサービス環境や耐震性の確保など、様々
な観点から、その特徴と課題を一定程度整理することができました。 
現在の本庁舎等は、庁舎と区民会館とそれらをつなぐ低層棟のピロティが中庭を囲む景観が特徴的であり、
多くの区民が集う中庭は、長い間親しまれてきました。 
こうした、現在の本庁舎等における世田谷らしい景観を継承していくためには、今回想定したシミュレー
ションの結果だけでなく、各パターンの組み合わせ、他の先進事例、最近の建築手法など、更なる検討をす
る必要があります。 
今後、引き続き、区民サービスや機能性の向上、災害対策機能の強化、総事業費の抑制、また、世田谷区
本庁舎等の特徴やフォルムの継承に向けて検討を進めていくこととします。 

○世田谷区民会館について

利用実態や財政面や工期面、区民サービス面を考慮して、別の場所も含め検討してきましたが、現在地以外
に望ましい場所を見出せなかったことや、８８万区民の自治体として全区的な区民集会施設の必要性は高いこ
と、また、本庁舎と全区的集会施設が同敷地内にあるという歴史的経緯、区民や有識者からの意見等も踏まえ、
現在と同規模（１，２００人規模）で、現在地で整備することとします。

○世田谷総合支所について

今後、世田谷総合支所の場所については、別途、担当所管において、三軒茶屋を候補として交通至便地域へ
の移転を検討していきますが、現時点で移転先や移転時期は未定です。そのため、本庁舎等整備については、
世田谷総合支所部分の面積も含めて検討を進めていくこととします。なお、検討中に移転先が見出せた場合で
も、一定の窓口機能を本庁に残す必要があるとともに、非常勤職員の執務環境や災害対策、区民交流スペース、
他の区施設の移設等の必要性を考慮すると、本庁舎の規模は、引き続き最低４５，０００㎡として検討してい
きます。 

５．今後の検討の進め方

（１）基本構想

この中間まとめに基づき、以下の項目について詳細を検討し、平成２７年度までの構想期間内に、基本構
想を策定していきます。検討にあたっては、庁舎が区民共有の財産であることに鑑み、区民ワークショップ
など、様々な手法で、それぞれの段階で幅広く区民の方々の意見を伺うとともに、議会のご意見、さらに、
職員からも意見を聴きながら進めていきます。 
①備えるべき機能、②本庁舎の規模（延床面積）、③整備手法、④事業手法等、⑤総事業費、⑥その他 

（２）事業スケジュール

庁舎整備は、これまでの一般的な手法で進めた場合、基本構想の策定、設計事業者選定、基本設計、実施
設計、施工業者選定を経て、新庁舎の建設に着手することになります。 
整備手法や事業手法、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックへのインフラ整備をはじめとする
社会・経済状況の変化等による影響も考えられますが、現段階では、概ね２０２４年度の竣工を目指し、改
築に取り組みます。 

１．本庁舎の場所及び敷地条件

（１）本庁舎の場所

本庁舎の場所は、これまでの歴史的経緯や他の公有地等の関係から、整備方針において、現在地とするこ
とを決めました。 
なお、現在、補助１５４号線の整備が進められており、周辺の道路環境も改善されてきています。また、
区は、災害に強いまちづくりを進めており、さらに、東京都が進める「木密地域不燃化10年プロジェクト」
として、補助５２号線の整備や「不燃化特区制度」の活用により、一層の不燃化の促進に取り組みます。

（１）本庁舎の規模（延床面積）

本庁舎に必要な延床面積は、整備方針において、最低で約４５，０００㎡としました。 
今回、改めて現在の正規職員数をもとに、総務省の「旧地方債事業費算定基準」の例により算出したとこ
ろ、約４６，０００㎡となり、近年人数が増えている非常勤職員数も含めて算出すると、約５５，０００㎡
となりました。 
現時点では、整備方針で定めた約４５，０００㎡を本庁舎の最低規模としていますが、非常勤職員の執務
スペース、災害対策本部として十分なスペース、区民交流スペースなどが含まれておらず、延床面積が不足
することも見込まれるため、今後、詳細な検討が必要です。また、経費等の効率性の観点から、本庁舎周辺
の借り上げを含めた区の施設の集約も考慮しつつ、検討を進めていきます。

（２）駐車場・駐輪場の規模

過去の調査研究や現在の利用実態などをもとに、現段階では、駐車場約３００台、駐輪場約７００台、バ
イク置場約２５０台を想定し、庁舎の延床面積（約４５，０００㎡）とは別に、地下部分に計約１５，００
０㎡とします。 
今後、車や人の動線等の検討を進めていく中で、計画台数を精査していきます。 

（３）地域行政制度・地方分権改革等との関係

今後の本庁舎等整備の検討にあたっては、地域行政の展開に関する検討や地方分権改革による国や都からの
様々な事務移管等の動向を踏まえていきます。 

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

2019年度2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

基本構想
（中間まとめ）

・設計者選定
・基本設計
・実施設計
・施工事業者選定

基本構想 建設工事
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検討パターン比較表 ①

庁舎面積最大約５８,７００㎡

(１)-a 全面的に建替え

庁舎面積 ： ４５,０００㎡
区民会館面積： ３,１００㎡
駐車・駐輪場面積：１５,０００㎡

(１)-b    全面的に建替え
東西庁舎を渡り廊下接続

(１)-c    全面的に建替え
東敷地に庁舎機能集約

庁舎面積最大約６０,６００㎡ 庁舎面積最大約６２,０００㎡庁舎面積最大約５８,１００㎡庁舎面積最大約５６,２００㎡

(２)   第１庁舎のみ保存
改修

(３)-a    区民会館（ホール）
のみ保存改修

仮設不要 仮設不要仮設不要仮設不要仮設不要

本庁舎等が抱える課題を解決
でき、コストも抑えられる。
ただし、区民会館休館期間が
長く、区民サービスへの影響が
大きい

本庁舎等が抱える課題を解決
でき、東敷地において一体的
な整備が可能。コストも抑えら
れる。ただし、区民会館休館
期間が長く、区民サービスへ
の影響が大きいとともに、
現在の景観は失われる。

工期３期（約６年） 工期３期（約６年） 工期３期（約６年） 工期３期（約６年）工期２期（約５年）

区民会館休館約６年 区民会館休館約６年 区民会館休館約６年区民会館休館約４年半 区民会館休館約２年

総事業費 ３３５．９億円 総事業費 ３３５．９億円 総事業費 ３３３．６億円 総事業費 ３５２．５億円 総事業費 ３３３．２億円

中庭を望む景観に影響あり 現在の三角形の広がりが失われる 現在の景観は失われる 中庭を望む景観に影響あり 中庭を望む景観に影響あり

本庁舎等が抱える課題を解決
でき、コストも抑えられる。
ただし、区民会館休館期間が
長く、区民サービスへの影響が
大きい

第１庁舎との接続に課題はあ
るが、概ね本庁舎等が抱える
課題を解決できる。ただし、
既存庁舎の免震化にはコスト
がかかる。また、区民会館休
館期間が長く、区民サービス
への影響が大きい。

概ね本庁舎等が抱える課題
を解決でき、コストも抑えら
れるとともに、区民会館休館
期間も短く抑えることが可能。
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検討パターン比較表 ②

庁舎面積最大約５１,０００㎡

(３)-b 区民会館（ホール
低層棟南側）のみ保存改修

(３)-c 区民会館(ホール・低層棟)
のみ保存改修し東西を接続

(４)-a 第１庁舎と区民
会館（ホール）を保存改修

(４)-b 第１庁舎・区民会館
（ホール・低層棟）を保存改修

(５) 第１・第２庁舎、区民会館
（ホール・低層棟）を保存改修

庁舎面積 ： ４５,０００㎡
区民会館面積： ３,１００㎡
駐車・駐輪場面積：１５,０００㎡

庁舎面積 ： ４３,５８３㎡
区民会館面積： ３,１００㎡
駐車・駐輪場面積：１５,０００㎡

庁舎面積最大約４８,３００㎡ 庁舎面積最大約４４,５００㎡庁舎面積最大約４６,７００㎡庁舎面積最大約５４,４００㎡

第１庁舎との接続に課題は
あるが、概ね本庁舎等が抱
える課題を解決でき、区民
会館休館期間を短く抑える
ことが可能。ただし、既存
庁舎の免震化にはコストが
かかる。

仮設必要 仮設不要仮設必要 仮設必要 仮設必要

工期３期（約６年） 工期３期（約６年） 工期３期（約５年半）工期４期（約７年半） 工期４期（約７年半）

区民会館休館約１年半 区民会館休館約１年半 区民会館休館約２年 区民会館休館約１年半 区民会館休館約１年半

中庭を望む景観に影響あり 中庭を望む景観に影響あり

総事業費 ３４５．１億円 総事業費 ３５７．０億円 総事業費 ３５４．０億円 総事業費 ３６９．４億円 総事業費 ３６１．０億円

現在の三角形の広がりが失われる 現状どおりの空間を継承できる 現状どおりの空間を継承できる

敷地外に仮設駐車場を確保
する必要があるが、現時点
では適地を見出すことはで
きていない。

敷地外に仮設駐車場を確保
する必要があるが、現時点
では適地を見出すことはで
きていない。

コストが最も高い。 また、
敷地外に仮設駐車場を
確保する必要があるが、現
時点では、適地を見出すこ
とはできていない。

庁舎延床面積が
４５，０００㎡確保できていな
い。 また、敷地外に仮設
駐車場を確保する必要が
あるが、現時点では適地
を見出すことはできていない。



 

世田谷区本庁舎等整備報告会 意見・質問票 

（１６時１５分頃に係員が回収します。） 

   

○意見・質問内容をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ あなたご自身についてお聞かせください。該当する項目を○で囲んで下さい。 

【年    代】 10代  20代  30代  40代  50代  60代  70代以上 
【性   別】 男性  女性 
【お 住 ま い】  区内  区外 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 本日は、世田谷区本庁舎等整備報告会にご参加いただきましてありがとうございます。今

後の参考とさせていただくため、下記の質問にご回答いただきますようお願いいたします。 
 
 
１ 本日の報告会の開催を何で知りましたか？ 

□ 開催案内チラシ □知人から □区のおしらせ □ホームページ  
□ その他（                                    ） 
 
 
２ 報告会に参加した動機は何ですか？（複数回答可） 

□ 興味のあるテーマだったから  □ 基調講演を聞きたかったから 
□ その他（                                    ） 
 
 
３ 報告会に参加していかがでしたか？ 

（１）基調講演 
□ とてもよかった  □よかった  □ふつう  □よくなかった 

   その理由（                                  ） 

（２）検討状況の説明 
□ とてもよかった  □よかった  □ふつう  □よくなかった 

  その理由（                                  ） 
（３）意見交換 

□ とてもよかった  □よかった  □ふつう  □よくなかった 
  その理由（                                  ） 

（４）時間 
①基調講演 
 □長い □ちょうど良い □短い その理由（                   ） 
②検討状況説明 
 □長い □ちょうど良い □短い その理由（                   ） 
③意見交換 
□長い □ちょうど良い □短い その理由（            ） 

（５）その他ご感想等があればお書きください。 
 
 

 

◆ あなたご自身についてお聞かせください。該当する項目を○で囲んで下さい。 

【年    代】 10代  20代  30代  40代  50代  60代  70代以上 
【性   別】 男性  女性 
【在住・在勤】  区内在住   区内在勤   区内在学  どちらでもない 
【職  業  等】  会社員  自営業  家事専業  パート・アルバイト  学生 
行政関係者（教育 福祉 保健 その他【  】）教育関係者 福祉関係者 その他（   ） 
 

ご協力ありがとうございました。 

お帰りの際に出口でアンケートを回収します。 

◆◆世田谷区本庁舎等整備報告会◆◆ 

アンケート 
 


